
行政手続等の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則

（熊谷市立学校給食センター設置条例施行規則の一部改正）

第１条 熊谷市立学校給食センター設置条例施行規則（平成１７年教

育委員会規則第３２号）の一部を次のように改正する。

様式第１０号中「熊谷市立 学校長 印」を「熊谷市立

学校長 」に改める。

（熊谷市公民館使用条例施行規則の一部改正）

第２条 熊谷市公民館使用条例施行規則（平成１７年教育委員会規則

第３６号）の一部を次のように改正する。

様式第３号中「○印 電話」を「 電話」に改める。

（熊谷市立文化センター条例施行規則の一部改正）

第３条 熊谷市立文化センター条例施行規則（平成１７年教育委員会

規則第３８号）の一部を次のように改正する。

改める。

（熊谷市立妻沼展示館条例施行規則の一部改正）

第４条 熊谷市立妻沼展示館条例施行規則（平成１７年教育委員会規

則第４２号）の一部を次のように改正する。

様式第１号及び様式第３号中「氏 名 ○印」

を「氏 名 」に改める。

（熊谷市文化財保護条例施行規則の一部改正）

第５条 熊谷市文化財保護条例施行規則（平成１７年教育委員会規則

様式第５号、様式第６号及び様式第９号中

「

」

「

「

」

」
「

」
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学校長名

印

学校長名

を に改める。

様式第１３号中 を に○印



第５４号）の一部を次のように改正する。

様式第４号中「及び代 ○印」を「及び代

」に改める。

様式第５号から様式第１１号までの規定中「及び

○印 」を「及び 」に改める。

（熊谷市立江南文化財センター条例施行規則の一部改正）

第６条 熊谷市立江南文化財センター条例施行規則（平成１９年教育

委員会規則第２２号）の一部を次のように改正する。

様式第１号及び様式第２号中「氏 名 ○印

」を「氏 名 」に改める。

（熊谷市スポーツ・文化村条例施行規則の一部改正）

第７条 熊谷市スポーツ・文化村条例施行規則（平成２５年教育委員

会規則第３号）の一部を次のように改正する。

様式第１４号中「○印 電話」を「 電話」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、

当分の間、これに所要の調整をして使用することができる 。



行政手続等の見直しに伴う関係告示の整備に関する告示

（熊谷市教育委員会に対する指定文化財等の寄託に関する取扱要綱

の一部改正）

第１条 熊谷市教育委員会に対する指定文化財等の寄託に関する取扱

要綱（平成２９年教育委員会告示（甲）第２号）の一部を次のよう

に改正する。

様式第１号及び様式第３号中「氏 名

○印」を「氏 名 」に改める。

（熊谷市教育委員会に対する熊谷市史編さん資料等の寄託に関する

取扱要綱の一部改正）

第２条 熊谷市教育委員会に対する熊谷市史編さん資料等の寄託に関

する取扱要綱（平成２９年教育委員会告示（甲）第３号）の一部を

次のように改正する。

様式第１号、様式第３号及び様式第４号中「氏 名

○印 」を「氏 名 」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、

当分の間、これに所要の調整をして使用することができる 。
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熊谷市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令

熊谷市立小・中学校職員服務規程（平成１７年教育委員会訓令第４

号）の一部を次のように改正する。

様式第１号から様式第３号までの規定中「氏 名○印 」

を「氏 名 」に改める。

に改める。

様式第５号中「氏 名○印 」を「氏 名 」

に改める。

様式第６号から様式第６号の３までの規定中「承認印」を「承認欄」

様式第７号中「氏 名○印 」を「氏 名 」

に改める。

様式第７号の２中「氏 名 ○印 」を「氏

名 」に改める。

様式第８号及び様式第９号中「氏 名○印」を「氏

名 」に改める。

人欄」に改める。

様式第１１号中「氏 名○印 」を「氏 名

」に改める。

様式第１５号中「埼玉県教育委員会 様」を「熊谷市教育委員会 宛」

に、「氏 名 ○印 」を「氏 名
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に改める。

様式第１８号中「氏 名 ○印 」を「氏 名

」に改める。

様式第１９号中「氏 名 ○印」を「氏 名 」

に改める。

様式第２１号及び様式第２２号中「氏 名○印 」を「氏

名 」に、「校 長○印 」を「校 長 」に改め

る。

様式第２３号から様式第２５号までの規定中「氏 名

○印 」を「氏 名 」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、

当分の間、これに所要の調整をして使用することができる 。


